
  

一 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
） 

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

「
第
二
目 

貸
金
等 

 

目
次
中
「
第
二
目 

貸
金
等
根
保
証
契
約
（
第
四
百
六
十
五
条
の
二
―
第
四
百
六
十
五
条
の
五
）
」
を 

第
三
目 

事
業
に 

根
保
証
契
約
（
第
四
百
六
十
五
条
の
二
―
第
四
百
六
十
五
条
の
五
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

に
改
め
る
。 

係
る
債
務
に
つ
い
て
の
保
証
契
約
（
第
四
百
六
十
五
条
の
六
） 

 

」 

第
三
編
第
一
章
第
三
節
第
四
款
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。 

第
三
目 

事
業
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
の
保
証
契
約 

第
四
百
六
十
五
条
の
六 

事
業
の
た
め
に
負
担
し
た
貸
金
等
債
務
を
主
た
る
債
務
と
す
る
保
証
契
約
又
は
主
た
る
債
務
の
範
囲

に
事
業
の
た
め
に
負
担
す
る
貸
金
等
債
務
が
含
ま
れ
る
根
保
証
契
約
（
次
項
に
お
い
て
「
事
業
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
の
保

証
契
約
」
と
い
う
。
）
は
、
保
証
人
が
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
事
業
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
の
保
証
契
約
で
あ
っ
て
保
証
人
が
法
人
で
あ
る
も
の
の
保
証
人
の
主
た
る

債
務
者
に
対
す
る
求
償
権
に
係
る
債
務
を
主
た
る
債
務
と
す
る
保
証
契
約
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
主
た
る
債
務
の
範
囲
に
そ



 

二 

の
求
償
権
に
係
る
債
務
が
含
ま
れ
る
根
保
証
契
約
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
民
法
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
百
六
十
五
条
の
六
第
一
項
の
規
定
は
、

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
事
業
に
係
る
債
務
に
つ
い
て
の
保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な

い
。 

３ 

新
法
第
四
百
六
十
五
条
の
六
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
締
結
さ
れ
た
同
項
前
段
の
保
証
契
約
及
び
同
項

後
段
の
根
保
証
契
約
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

  
 



  

三 

理 

由 
事
業
の
た
め
に
負
担
し
た
貸
金
等
債
務
を
主
た
る
債
務
と
す
る
保
証
契
約
に
よ
る
過
大
な
保
証
債
務
の
負
担
に
よ
り
、
個
人

で
あ
る
保
証
人
の
生
活
の
破
綻
等
を
招
く
事
例
が
多
く
生
じ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
事
業
の
た
め
に
負
担
し
た
貸
金
等
債
務
を

主
た
る
債
務
と
す
る
保
証
契
約
等
は
、
保
証
人
が
法
人
で
あ
る
も
の
を
除
き
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
こ
と
と
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 

 


